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２０１８年　２月　６日（水） 第２０６号

研究者として成長できる 教育 ・ 労働条件を実現しよう

（１）　第２０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　週刊あのつ　　　　　　　　　　　　　２０１８年　２月　６日（水）

退職手当削減一刀両断
教職員の願い

を

平成３０年１月２９日

　平成３０年１月２４日に行われ

た団体交渉において，貴組合より，

口頭で申し入れのあった件につい

て，翌日に開催した役員会で，貴

組合からの要望事項を報告のうえ，

審議した結果，当初の改正（案）

（H29.12.21付け Emailにて情報提

供した改正（案）） のとおり，議決

されましたので， お知らせいたし

ます。

「
実
施
時
期
の
延
期
」「
と
く
に
不
利
益
を
受
け
る
人
へ
の
配
慮

」

役
員
会
で
再
検
討
の
結
果
が
こ
れ

支部執行委員会
＊教職員組合人文学部支部の執行委員会

を下記の要領で開催いたします。支部組

合員はどなたでも参加できますので、お

気軽にお越しください。

　日時：２月７日（水）15:00くらい～

　場所：小会議室

「
な
ぜ
要
望
に
応
え
ら
れ
な
い
の
か
？
」

理
由
を
示
す
必
要
も
な
い
？

　「
ロ
ー
ン
を
組
ん
だ
り
し
て

退
職
金
を
人
生
計
画
に
組
み
込

ん
で
い
る
人
も
い
る
。
全
員
で

な
く
て
も
そ
こ
は
何
ら
か
の
か

た
ち
で
、
何
ら
か
の
救
済
措
置

を
25
日
の
役
員
会
で
審
議
し
て

ほ
し
い
」
―
―
24
日
の
団
体
交

渉
の
際
に
組
合
側
が
求
め
た
要

求
に
対
し
て
、「
回
答
」
が
返
っ

て
き
ま
し
た
。
２
０
１
９
年
１

月
29
日
の
日
付
け
以
外
は
標
題

も
な
に
も
な
く
、「
当
初
の
改

正
（
案
）
の
と
お
り
、
議
決
さ

れ
ま
し
た
」
と
の
さ
ら
っ
と
そ

た
内
容
で
す
。

　
過
半
数
代
表
者
の
意
見
に
も

あ
る
よ
う
に
、こ
の
退
職
金
カ
ッ

ト
で
人
生
設
計
が
か
わ
っ
て
く

る
人
も
多
い
。
団
体
交
渉
の
際

に
そ
の
こ
と
を
紹
介
し
た
と
こ

ろ
、
尾
藤
局
長
は
「
そ
れ
ぞ
れ

い
ろ
ん
な
ご
意
見
お
考
え
は
あ

る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
非
常

に
厳
し
い
状
況
に
あ
る
」
と
、

あ
た
か
も
そ
れ
以
外
の
人
は
納

得
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
発
言

を
し
ま
し
た
。

　
今
回
の
回
答
は
、
組
合
側
の

「
ロ
ー
ン
を
組
ん
だ
り
し
て
退

職
金
を
人
生
計
画
に
組
み
込
ん

で
い
る
人
も
い
る
。
全
員
を
保

障
し
ろ
と
い
う
の
は
難
し
い
か

も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
部
分
に

つ
い
て
は
何
ら
か
の
救
済
措
置

を
」と
い
う
求
め
に
対
し
て
、「
明

日
役
員
会
も
あ
る
の
で
」
検
討

す
る
と
い
う
こ
と
で
な
さ
れ
た

も
の
で
す
。
組
合
は
、
納
得
で

き
る
理
由
の
提
示
を
求
め
て
い

ま
す
。
と
く
に
、「
三
重
大
学
と

い
う
教
育
機
関
が
抱
え
て
い
る

課
題
点
を
、
…
…
経
営
の
方
が

た
は
そ
れ
を
ち
ゃ
ん
と
把
握
し

た
う
え
で
戦
略
を
立
て
て
い
る

の
か
」
と
の
問
い
か
け
に
対
し

て
、
経
営
の
要
の
尾
藤
事
務
局

長
の
回
答
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
大
学
は
経
営
者
ら
し
い
戦

略
・
展
望
も
な
く
賃
下
げ
だ
け

押
し
つ
け
て
い
る
の
で
す
。

「せめて影響の大きい人に配慮できないか」 との組合の要求に対し

納得いく
理由を示せ！



２０１８年　２月　６日（水）　　　　　　　　　　　　　　週刊あのつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２０６号　（４）

非正規教職員の無期転換権を適正に保障させよう

＊退職手当引き下げを含む就業規則改正に対する過半数代表者の意見書を、上下に分けて掲載します。

意　見　書（下）

2018 年 1 月 22 日

国立大学法人三重大学長

駒田　美弘　　殿

（前号より続く）

　そもそも労働条件の決定は、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」とし

た労働基準法２条上の原則に服するものである。この点、独立行政法人通則法６３条３項が「給与及び退職手当の支

給の基準は、当該独立行政法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定められ

なければならない」と規定しているのは、労働基準法２条の特別法として位置づけされることを意識して解釈されな

ければならない。それは、一般法たる労働基準法２条の趣旨が「独立行政法人」等のひとつである国立大学法人の特

殊性に着目した範囲でのみ適合するものである。そしてその場合においても、「労働条件は、労働者が人たるに値す

る生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」とした労働基準法の趣旨に照らして解釈されなけれ

ばならないのであり、その不利益変更の程度が、「人たるに値する生活」を将来的に新規に大幅に制限するような場

合には、それはもはや「情勢適合」とはいえないのである。

　さらにそのような基準において大幅な賃下げを強制しうるような解釈が導かれうる個別法は、日本国憲法２７条２

項に違反するものであり、かかる憲法適合性すらも疑われるような基準に「情勢適合」した退職手当引下げは、違法・

無効と評価されざるをえない。

　また、今回の退職手当引下げには、上記のように国家公務員給与法「改正」のみをその積極的理由として示し、消

極的理由としても「財政状況が苦しい」以上のものは示されていない。この点、手続上も、納得いく説明が当事者に

示されていないものと評価される。

　この点、たとえば、賃金不利益変更に関する最高裁判例である最１小判２０００年９月７日（みちのく銀行事件）

は、「就業規則の作成又は変更によって、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されない」

との大原則を示しつつ、その例外として、「労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする

就業規則の性質からいって、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないこ

とを理由として、その適用を拒むことは許されない」としつつも、その条件として、当該規則条項が合理的なもので

あるとは、当該就業規則の作成又は変更が、その必要性及び内容の両面からみて、それによって労働者が被ることに

なる不利益の程度を考慮しても、なお当該労使関係における当該条項の法的規範性を是認することができるだけの合

理性を有するものであることをいうこと、労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業

規則の作成又は変更については、そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容することができるだけの

高度の必要性に基づいた合理的な内容が必要なこと、その合理性の有無は、具体的には、就業規則の変更によって労

働者が被る不利益の程度、使用者側の変更の必要性の内容・程度等を総合考慮して判断すべきとした。

　今回の退職手当の不利益変更に際して、このような高度の合理性が大学当局から示されたとはとうてい思われない

のである。

　現在、三重大学の各学部においては、給与等の不利益変更等によって、教員研究者が他大学に移動する事例が増え

ている。その結果、学部の管理職人事においてすらも困難が発生している。この点、大学執行部はどのように認識し

ているのであろうか。三重大学の全構成員が、地方国立大学として地域に根ざし、地域に貢献する大学として発展さ

せていこうとしているなかで、大学当局はその志を受けて真摯に大学を発展させていこうとしているのであろうか。

今回のような大幅な賃下げを教職員に強制する姿勢からは、そのような大学を発展させるというような志は、大学当

局の姿勢のどこにも感じられないといわざるをえない。

　このように、今回の退職手当引下げは、文部科学省および政府に対してひたすら忖度しようとする三重大学執行部

による無責任な賃下げである。ただちに撤回を強く求める。

以上


